
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 4月 10日発行（次号 4月 25日） 

編集：まちおこし政策課 

（担当：松尾
ま つ お

 健太郎
け ん た ろ う

 33-6012） 

※記事の内容については、各課等へお問い合わせください。 

http://www.town.shintomi.lg.jp/ 

本紙は、ホームページからダウンロードできます。 

お知らせ版 No.1 

地域防災の新しい拠点 

 新富町消防団第３部の新しい機庫が完成し、４月１日に落成式が行われました。以前の場所から

県道１７号沿いに場所を移し、敷地面積が広がったことで団員が訓練をするスペースもできました。 

 

役場の来客用駐車場につきましては、これまで庁舎北側の

スペースのみでしたが、庁舎西側及び南側に２６台分を拡充

いたしました。 

役場に御用の際はご利用ください。 

 なお、庁舎に面した南側駐車場につきましては、体の不自由

な方、妊婦の方、高齢者の方、お子様連れの方等の優先駐車場

とさせていただきます。皆さまのご協力をお願いいたします。 

 
問合せ：総務財政課 

（担当）猪野
い の

博
ひろ

行
ゆき

☎33-6011 

障がい者の方などで一定の条件を満たす方について、申請により軽自動車税が減免されることが

あります。対象となる場合は、期限までに税務課まで申請をお願いします。 

○対象となる所有者等 (1)身体や精神に障がいがある方 

※障がい者の方と生計同一者又は常時介護者が障がい者の方の通院や通

学、生業のために運転している場合も対象となることがあります。 

(2)その構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供するためのもので

ある軽自動車等 

○条件 ・１人１台限りで普通自動車を減免する場合は除きます。 

・障害等級によっては、減免されない場合があります。 

○申請時に持参するもの 身体障害者手帳等、運転免許証、車検証、印鑑  

※生計同一者及び常時介護者の方が運転している場合は、通院証明書、

通学証明書等が必要です。 

○申請期限 ５月１日（火） 

 
問合せ：税務課（担当）壱岐

い き

・後藤
ご と う

☎33-6076 

西側駐車場(上)と南側駐車場(下) 



新富町消防団では、火災や各種災害時に活躍していただける男性の

消防団員及びラッパ部の女性団員を募集しています。 

ラッパ部の活動は主に消防団行事の式典の際に演奏をします。年齢

は１８歳以上で新富町内に居住するか、又は勤務する方であれば団員

になることができます。 過去に吹奏楽部だったという方はもちろん、

ラッパを吹いたことがない未経験者も大歓迎です。 

見学だけでも大歓迎ですので、興味のある方は防災基地対策課まで

ご連絡ください。 

 

日頃から、ごみの分別収集にご協力いただきまして誠にありがとうございます。 

ゴールデンウィーク期間中のごみの収集と塵芥中間受入施設（旧藤山ごみ処理場）の受入につい

てお知らせいたします。 ※○印は通常収集、×印は収集しません 

 

新富町民限定のお得に温泉が利用できる会員制度です。新規入会及び会員更新いただいたお客さ

まには温泉オリジナルタオルをプレゼント！(平成３０年４月１日～平成３０年９月３０日の期間） 

多くの新富町民が会員になっていただいております。皆さまの入会をお待ちしております。 

【会員費及び利用料金】 

○６か月間の会員費         10,000円 

○７０歳以上のお客さま１回入湯料   150円 

○６９歳以下のお客さま１回入湯料   200円 

◎問合せ 新富町温泉健康センター サン・ルピナス☎0983-33-1000 

 

 

 

 

 

日 曜
収集所
収集 出せるごみ等 日 曜

収集所
収集 出せるごみ等

23 月 ○ 燃やせるごみ 1 火 ○ ビン、缶、ペットボトル、金属類

24 火 ○ ビン、缶、ペットボトル、金属類 2 水 ○ 燃やせるごみ

25 水 ○ 燃やせるごみ 3 木 × 祝日（憲法記念日）

26 木 ○ 容器包装プラ類、古紙、古布類 4 金 × 祝日（みどりの日）

27 金 ○ 燃やせるごみ、燃やせないごみ 5 土 × 塵芥中間受入施設は開場しています

28 土 × 塵芥中間受入施設は開場しています 6 日 × 塵芥中間受入施設は開場しています

29 日 × 塵芥中間受入施設は開場しています 7 月 ○ 燃やせるごみ

30 月 × 振替休日

４月 ５月

※連休明けは収集所に多くのごみが持ち込まれ、処理施設についても沢山のごみが持ち込まれ処理に苦慮します。計
　 画的なごみ出しとごみの減量やリサイクルにご協力をお願いします。

５月７日（月曜日）以降は通常収集となります。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ：防災基地対策課（担当）平下
ひらした

善
よし

博
ひろ

☎33-6061 

問合せ：環境水道課（担当）倉永
くらなが

浩
ひろ

幸
ゆき

☎33-6072 



新富町では、安全安心のまちづくりの観点から、町民の皆さまの生命・身体・財産の保護、生活

環境の保全、空家等の活用のために、「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「新富町空家

等対策の推進に関する条例」に基づく空家等に関する対策の実施、必要な措置への取組として推進

していくことを目的として、「新富町空家等対策計画」を策定しました。 

また、宮崎県では、平成２８年３月に、「宮崎県建築物耐震改修促進計画」を改定しており、本

町においても第１期計画の改定を行い、建築物の耐震診断及び耐震改修等を計画的かつ総合的に進

めるため、既存建築物の耐震化を促進し、災害に強いまちづくりを促進することを目的として、「第

２期新富町建築物耐震改修促進計画」を策定しました。 

両計画について、新富町ホームページ内で確認することができます。 

なお、「第２期新富町建築物耐震改修促進計画の概要版」(あなたのお住まいは大丈夫ですか？) 

を地区回覧板にて配布しております。 

大きな地震は、いつどこで起きるか分かりません、大切な家族や財産を守るために、お住まいの

耐震対策をもう一度見直してみませんか。地震によって引き起こされる災害は、日頃の備えをする

ことで被害を少なくすることができます。自分の身の回りを確認し、できることから安全対策に取

り組んでいくことが大切です。 

観光客の皆さまからニーズの高い無料 Wi-Fiを利用できるエリアを拡大する 

ため、新富町では、平成２９年度再編関連訓練移転等交付金（情報通信の高度 

化に関する事業：公衆無線ＬＡＮ整備）を活用して、「Miyazaki_Free_Wi-Fi」 

を町内１０施設に設置し、提供がはじまりました。ぜひご利用ください。 

○利用方法 

1. スマートフォン等の情報端末の Wi-Fiを ONにする。 

2. SSID「MIYAZAKI_FREE_Wi-Fi」を選択する。 

3. ブラウザを起動する。 

4. 画面に従い、メールアドレスの登録をする。 

5. セキュリティ警告に同意 

6. 同意後、無料でインターネットに接続されます。（１度認証すると、２回目以降は認証不要で 

利用できます。） 

○利用できる場所 

新富町総合交流センター「きらり」、新富町役場、町体育館、西体育館、勤労者体育センター、

新富町文化会館、新田公民館、上新田学習館、日向新富駅、富田浜交流センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ：都市建設課（担当）田
た

野
の

和
かず

祥
よし

☎33-6017 

問合せ：防災基地対策課 

（担当）後藤朋巳
ご と う と も み

☎33-6027 

福祉、登記、年金などに関することや生活面での安全対策等、行政(国・県・町)に関して困ったこ

とや相談したいことなどありましたら、気軽にご相談ください。 

○日 時 ４月２７日(金)  ９：３０～１２：００    

○場 所 福祉学習等供用施設（旧中央公民館）    

○相談員 髙木正敏(新田新町) 

 

問合せ：総務財政課 

（担当）工藤
く ど う

貴之
たかゆき

☎33-6002 



平 成 ３ ０ 年 度  狂 犬 病 予 防 注 射 に つ い て（お知らせ）  

狂犬病予防注射を次の日程で実施します。登録済の犬に関しては、別途はがきで案内いたします。未登録の犬につきましては、速やかに登録手続きを取っていただきま

すようお願いいたします。なお、死亡届につきましては電話でも受け付けていますので、ご連絡ください。 

月  日 場   所 時    間   月   日 場   所 時    間 

４月１６日 

月曜日 

 

 

春 日 地 区 集 会 所  ９：３０～ ９：５０ 

４月１８日 

水曜日 

 

 

溜 水 地 区 集 会 所  ９：３０～ ９：５０ 

祇 園 原 地 区 集 会 所 １０：０５～１０：２５ 新 田 新 町 地 区 集 会 所 １０：０５～１０：２５ 

川 床 地 区 集 会 所 １０：４０～１１：００ 塚 原 地 区 集 会 所 １０：４０～１１：００ 

西 畦 原 地 区 集 会 所 １１：１５～１１：４０ 上 城 元 地 区 集 会 所 １１：１５～１１：３５ 

十 文 字 地 区 集 会 所 １３：３０～１３：５０ 下 城 元 地 区 集 会 所 １３：３０～１３：５０ 

一 丁 田 地 区 集 会 所 １４：００～１４：２０ 新 馬 場 地 区 集 会 所 １４：０５～１４：２５ 

湯 之 宮 地 区 集 会 所 １４：３５～１４：５５ 大 渕 地 区 集 会 所 １４：４０～１５：００ 

三 財 原 地 区 集 会 所 １５：１０～１５：３０ 横 江 地 区 集 会 所 １５：１５～１５：３５ 

４月１７日 

火曜日 

 

 

瀬 口 地 区 集 会 所  ９：３０～ ９：４５ 

４月１９日 

木曜日 

 

 

新 田 原 学 習 館  ９：３０～ ９：４５ 

竹 渕 地 区 集 会 所 １０：００～１０：２５ 唐 ヶ 山 公 園 駐 車 場 １０：００～１０：２０ 

山 之 坊 地 区 集 会 所 １０：４０～１１：００ 追 分 地 区 集 会 所 １０：３５～１１：００ 

柳 瀬 地 区 集 会 所 １１：１５～１１：３０ 上 日 置 地 区 集 会 所 １１：１５～１１：３５ 

伊 倉 地 区 集 会 所 １３：３０～１３：５０ 湯 風 呂 地 区 集 会 所 １３：３０～１３：４５ 

西 体 育 館 １４：０５～１４：３０ 宮 之 首 地 区 集 会 所 １４：００～１４：２０ 

末 永 地 区 集 会 所 １４：４５～１５：０５ 三 納 代 運 動 公 園 １４：３５～１５：００ 

上 今 町 地 区 集 会 所 １５：２０～１５：４０ 今 別 府 地 区 集 会 所 １５：１５～１５：３５ 

 

４月２０日 

金曜日 

 

 

越 馬 場 地 区 集 会 所  ９：３０～ ９：５５ 

八 幡 地 区 集 会 所 １０：１０～１０：３０ 

料金(１頭あたり) 注射料 ３，０００円（注射済票代を含む） 

登録料 ３，０００円（新規登録時のみ） 

【注意事項】次の各事項に該当する場合は動物病院での注射をご相談下さい。 

１ 現在、病気などで動物病院にかかっている犬 

２ 現在、妊娠している犬 

３ １ヵ月前後に他のワクチンを接種済、又は予定のある犬 

４ 以前、狂犬病予防注射で副作用を起こした犬 

５ 興奮する（しやすい）犬 

※自宅へ伺う等の個別注射については、日程に支障をきたす恐れがある為、行い

ませんのでご了承ください。 

お問合せ先  環境水道課 環境衛生グループ  ℡ 0983-33-6072 

 

西 五 反 田 地 区 集 会 所 １０：４０～１１：０５ 

東 五 反 田 地 区 集 会 所 １１：２０～１１：４０ 

鬼 付 女 地 区 集 会 所 １３：３０～１３：５０ 

岩 脇 地 区 集 会 所 １４：００～１４：２０ 

六 反 田 地 区 集 会 所 １４：３５～１５：００ 

野 中 地 区 集 会 所 １５：１５～１５：３５ 

【注意事項】１ 必ず犬を制御できる人が連れてきてください。 

      ２ 注射前日と注射後 2、3 日は犬を安静にさせ、10 日間      

        はシャンプーを避けてください。 

       ３ 行き帰りは体温を上がらせないために走らせないでく

ださい。また、興奮させないでください。 

 


